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公益法人等に対する監督の基本方針 

 

令和７年６月１９日 

鳥 取 県 

 

令和７年４月より、従来の公益法人制度から社会変化に柔軟・迅速に対応し、より効果的な公益活

動を行うことができるよう、自律的な経営判断が尊重されるとともに、透明性と信頼性の高い仕組み

へと改正された。 

監督に当たっては、「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」（平成２０年

４月（令和６年１２月改訂）内閣府公益認定等委員会・内閣府大臣官房公益法人行政担当室）（以下

「ガイドライン」という。）「第６章 監督」において、監督の基本方針、具体的な基準等が示された

ところである。 

行政庁である鳥取県知事（以下「行政庁」という。）及び鳥取県公益認定等審議会は、公益法人に

対しては「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」（平成１８年法律第４９号。以下

「認定法」という。）、移行法人に対しては「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成

１８年法律第５０号。以下「整備法」という。）に基づき、ガイドラインに示された考え方を踏まえ

て行うものとし、適正かつ効果的な監督を効率的に実施することを目指す。 

 

 

１ 監督の目的及び基本的考え方 

（１）監督の目的 

公益法人は、行政庁から公益法人として認定を受け、行政庁の監督の下に置かれる中で、「公

益」を名乗り社会的な信用を得るとともに、高い税制上の優遇措置を受けるなど広く社会的なサ

ポートを受けている。 

監督については、法人運営の透明性の一層の向上や、ガバナンスの充実により、国民によるチ

ェック機能や法人自身の自浄作用の向上を図った上で、なお生ずる不適切な法人に対しては、公

益法人制度の信頼性を確保するため、行政庁が迅速に実効性の高い措置を講ずることとする。 

不適切な法人が公益法人として存在し続けることは、公益法人制度に対する国民の信頼を失わ

せることになるため、法人自治を前提としつつも、最後の防波堤である行政による監督の果たす

役割は重要である。公益法人制度の適正な運営及び公益法人制度への信頼確保を図り、最終的に

は「公益の増進及び活力ある社会」を実現するため、適切に、公益法人の監督を行う。 

以上のことを踏まえて、今般、本県で定めた「新公益法人及び移行法人に対する立入検査の考

え方」（平成２５年９月１２日）及び「新公益法人及び移行法人に対する監督の基本的考え方」

（平成２５年９月１２日）を廃止し、このたび公益法人制度改正後における監督の基本方針、具

体的な基準等を示すこととする。 

 

（２）監督の基本的考え方 

① 柔軟・迅速な事業展開を促進する観点から、申請書記載事項に照らして、事業の公益目的

事業該当性に実質的に大きな影響を与えない変更であって、変更後に不適切な事態が発生し

た場合には事後の監督手段で是正し得ると想定されるものは、届出事項とするとの方針の

下、収益事業の内容の変更等、これまでの変更認定事項だった事項の一部を届出化するとと

もに、認定等審査に当たって申請者に対して求める書類も簡素化・合理化する。 

② 財務規律の柔軟化・行政手続の簡素化により、法人の経営判断で柔軟・機動的な事業展開

を可能とする一方、原則として外部理事・監事を義務付けるなど法人のガバナンスの強化を

図るとともに、開示情報の拡大等により法人の説明責任の強化を図ることとされたが、「事後
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的に実効性の高い措置を講ずる重点的なチェック」は、これらの見直しとセットとなるもの

である。 

 

新しい公益法人制度の下では、公益法人のガバナンスが確保され、情報が適切に開示されて

国民や寄附者等のステークホルダーが法人の業務の実態を把握できることを前提に、法人自身

が公益目的事業の適正な実施に努め、仮に問題が発生したとしても、法人自らが自浄作用を働

かせ、問題を解消することが期待されている。 

こうした中、行政が従前のような一律・網羅的な細かい監督を行うことは、かえって民間に

よる公益活動の活力を削ぐことになりかねない。公益法人の自主的・自律的な経営判断を尊重

し、国民によるチェック機能と法人自身の自浄作用により公益法人の適正な運営を確保するこ

とを第一に考え、それでもなお適正な運営が確保されない法人に対して、公益法人制度の信頼

性を確保するために、行政庁が実効性の高い監督措置を講ずることを、監督の基本的な考え方

とする。 

行政庁は、公益認定等の審査、定期提出書類等の確認、点検調査（定期的な立入検査をい

う。）外部からの情報提供等、日ごろから各種機会を活用して法人の実態把握に努める。 

実態把握の結果、公益法人のガバナンスが確保されており、十分な情報開示がなされている

と認められる場合には当該法人については、 

 

・点検調査の間隔を長くする 

・定期提出書類の確認等で仮に問題が発見された場合であっても、行政庁が直ちに監督処分等

を想定して報告徴収等を行うことはせず、まずは法人による自主的な問題解消を見守る 

 

等、法人自治を尊重した監督等を実施する。これにより、監督等による公益法人側の負担を軽減

し、公益法人が自主的にガバナンス確保及び情報公開の徹底に取り組むことを促す。 

ただし、法人から助言等を求められた場合、行政庁は適切に対応することとするが、法令等に

即して是正を求める指摘ではないことを明確に示した上で助言等を行う。 

 

実態把握の結果、公益法人のガバナンスが確保されているか疑義がある場合や、情報開示が不

十分と疑われる場合等、法人による自浄作用が期待できないと考えられる場合は、行政庁は、是

正・改善を求める指摘や報告徴収・立入検査により事実関係の確認を行う。 

報告徴収や立入検査は、法令等で定められた要件・手続に基づいて行う。また、是正・改善を

求める指摘や報告徴収・立入検査による事実関係の確認は、これらが監督処分等の端緒として行

われることを踏まえ、監督の最終的な目的（公益の増進及び活力ある社会の実現）に照らして必

要な限度にとどめる。 

他方、不適切な事態の発生に対して法人の自浄作用により改善を図っている旨、法人自らの報

告があり、客観的にも改善の事実が認められるような場合には、事案の重大性その他特段の事情

がない限り、既に判明している事実について重ねて報告徴収・立入検査による事実関係の確認を

行うことはしない。 

実態把握や報告徴収・立入検査等により公益認定基準に適合していない等、認定取消し事由に

該当すると疑うに足りる相当の根拠を得た場合は、速やかに勧告を行うとともにその内容を公表

する。法人が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを

命令し、その旨を公示する。勧告及び命令は、法令等で定められた要件・手続に基づいて行う。 

命令によっても必要な措置が講じられなかった場合や、公益認定基準に適合しておらず、かつ

その状態を放置することが公益法人制度への信頼確保に悪影響を及ぼすと考えられる場合等は、

速やかに公益認定を取り消し、その旨を公示する。なお、実態把握や報告徴収・立入検査等によ

り、公益法人が欠格事由に該当していることが明白である等認定法第２９条第１項各号に該当す
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る場合には、勧告及び命令は要さず、直ちに認定取消しの手続に入る。認定取消しは、法令等で

定められた要件・手続に基づいて行う。 

ガイドラインにもあるとおり、法律に規定する監督処分等の要件に該当すると認められる場合

は、いたずらに指導や報告徴収等を繰り返すのではなく、法律に基づき、監督処分等を迅速・厳

正に行う。 

なお、適切な情報開示は法人の経営判断を尊重する大前提であり、適切な情報開示が実施され

ていない法人に対しては、自律的なガバナンスの確保が十分でないことから、必要な監督処分等

を講ずるものとする。 

 

また、移行法人（公益目的支出計画を実施中の一般法人をいう。以下同じ。）については公益

目的支出計画の履行を確保する観点から監督を行うこととされており、移行法人が公益の目的の

ための支出（整備法第１１９条第２項第１号各号の支出をいう。）を行う限りにおいて公益法人

と共通の考え方で監督を行う必要があると考えられることから、原則として公益法人の監督に準

じた考え方で監督を行う。 

すなわち、移行法人については、公益目的支出計画の履行に関係がないその他の運営や法人の

ガバナンス全般には監督が及ばず、監督措置の要件が公益法人に比べて限定されていることに留

意する。 

 

２ 定期提出書類の確認 

事業計画書、事業報告を始めとする定期提出書類は、法人の責任において書類を作成し、法人

として意思決定した上で提出することが求められるものであり、定期提出書類の内容は、それ自

体が法人による制度理解及びガバナンスの実情を示すものといえる。 

定期提出書類が提出された場合は、速やかに確認を行い、記入漏れや明白な誤り等があれば事

実上の行為として指摘を行う。しかしながら、法人の責任において作成すべき文書の記載内容に

ついて、行政庁が細かく指導することは行わない。なお、「事実上の行為」とは、行政処分に当

たらない行為という趣旨であり、公益法人に応答義務を課すものではなく、あくまで公益法人に

よる任意の協力を前提とするものであることに留意する。 

そもそも定期提出書類の提出がない法人や、必要な事項の未記載や重大な誤りがある法人は、

情報開示の適正性を欠き、法令遵守が徹底されていないと認められることから、経理的基礎や技

術的能力の欠如が疑われるとして、速やかに監督処分等を行う。 

定期提出書類の確認において、その業務の実態に疑義がある場合は、まずは、事実上の行為と

して確認を行う。それによっても疑義が解消されない場合は、報告徴収や立入検査等によって法

人の実態を確認する。なお、疑義の程度や問題の重大性・切迫性によっては、速やかに報告徴収

や立入検査を行うことも妨げない。 

 

３ 報告徴収の実施方針 

（１）報告徴収の趣旨 

行政庁及び鳥取県公益認定等審議会は、公益法人の事業の適正な運営を確保するため、公益認

定等の審査、定期提出書類等の確認、点検調査、外部からの情報提供等、日ごろから各種機会を

活用して法人の実態把握に努めることとしているが、このような実態把握の手法だけでは更なる

監督上の措置の必要性を判断するために必要な事実を把握できないことも想定される。 

そのため、認定法第２７条において、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限

度において」、公益法人に対し、「その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告」を求める

ことができることとしている。 

立入検査と比べると、報告徴収においては、法人として一定の時間をかけて実態把握や検討を

行い、法人としての回答（一般的には、機関決定を得た上で報告することが想定されるところ、
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報告徴収の際に明示的に機関決定を求めることも想定される。）を得られるところに特長がある

と考えられる。 

「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度」や「その運営組織及び事業活動

の状況に関し必要な報告」の範囲は、個別の事案に応じ、本方針１（１）で述べた監督の目的や

上述の報告徴収の趣旨に照らして判断する。 

本方針１（１）に記載のとおり、監督は、公益法人制度の適正な運営及び制度への信頼確保を

図る観点から行うものであり、報告徴収は、勧告、命令、公益認定取消しという監督処分等の必

要性を判断するための事実確認の手段である。この観点に照らせば、公益法人制度の適正な運営

及び制度への信頼を脅かす状況には至っておらず、監督処分等の検討の必要性が視野に入ってい

ない段階では、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度」には当たらないこ

とが多いと考えられる。 

なお、報告徴収に対する回答において事実関係及び法人としての改善措置等が明確にされた場

合において、監督処分等を行うまでの必要性はないと判断するときは、監督処分等を行わないこ

ともあり得る。 

また、報告徴収に対する報告をしない場合や虚偽の報告をした場合には罰則を科すことによ

り、その実効性を担保することとしていることから、行政庁がその権限を行使するには、それに

ふさわしい必要性や相当性が求められるが、一般には、事実上の行為としての確認で目的を達成

できると考えられる場合は必要性や相当性は認められない。 

「その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告」の範囲も、その後の監督処分等の検討

に必要な事項を聴取することとし、単に適正な法人運営を確保する上での懸念点にとどまるよう

な事項の確認は「必要な報告」には含まれないことが多いと考えられる。 

 

（２）報告徴収の実施方針 

前述のとおり、報告徴収は、その後の監督処分等を検討するために行う。報告徴収を行う場面

として、例えば、以下のような場合が考えられる。 

 

ア 定期提出書類の確認の結果、申請書の記載に基づかない事業実施や公益認定基準不適合等   

の可能性があると認められる場合（法人に対する事実上の行為としての事実確認のみでは、

十分な事実確認ができない場合） 

イ 点検調査の結果、申請書の記載に基づかない事業実施や公益認定基準不適合等の可能性が

ある事象が発覚し、法人に対して更なる調査等を行う必要があると認められる場合 

ウ 認定法等に基づく各種手続（変更認定申請等）の懈怠がある場合 

エ 報道や外部からの情報提供等により、申請書の記載に基づかない事業実施や公益認定基準

不適合等の可能性、コンプライアンス上の課題があると認められる場合 

 

エの場合、必要な範囲で当該法人や関係行政機関への照会等により事実上の行為としての事実

確認を行った上で、報告徴収の実施の要否を判断する。なお、外部からの情報提供については、

取扱いに十分注意する。 

また、不祥事案について公益法人から自主的に報告があった場合は、当該報告内容を精査の

上、更に報告を求めるべき事項があれば報告徴収を実施する。 

報告を求める内容は、個別の案件に応じて適切に判断する。公益認定基準等適合状況に関する

事実関係のほか、認定基準等に不適合となった原因、役員の責任、今後の改善方策等について報

告を求めることが考えられる。 

報告徴収を受けた公益法人は、必要な調査等を行い、法人としての意思決定をした上で報告す

る。 

なお、報告を求める期限は、発出後１か月後を標準とするが、個別事案に応じて、緊急性、法
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人における調査や意思決定に要する期間等を勘案した上で判断する。 

 

（３）報告徴収結果の処理 

法人からの報告書を受けた後の対応としては、概ね以下が想定される。 

・公益認定基準不適合等の事実が認められる場合は、法人に対し、監督処分等を行う。ただし、

法人の行為に悪質性がない場合や報告において法人の自律的な改善措置が明確に示されて

いる場合等、監督処分等を行う必要がないと判断される場合には、当該報告内容を了とし、

今後の監督において、法人の改善状況を引き続き注視することとして差し支えない。 

・報告徴収事項に対する回答内容について事実確認等の必要がある場合は、法人に対して事実

上の行為としての照会（法人の役員等との対話を含む。）を行い、その結果を踏まえ、必要な

対応を検討する。 

・報告徴収事項に対し十分な回答がなされていない場合は、回答不十分な事項について、再度

の報告徴収を求める。法人が意図的に回答を拒否しているとみられる場合は、行政庁におい

て罰則の適用（過料に係る裁判所への通知）を検討する。 

 

４ 立入検査の実施指針 

（１）立入検査の趣旨 

行政庁及び鳥取県公益認定等審議会は、認定法第２７条において、「公益法人の事業の適正な

運営を確保するために必要な限度において」「その職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、

その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者

に質問させることができる」とされており、基本的には、報告徴収と同様の趣旨である。 

報告徴収と同様、立入検査も監督措置の一環と位置付けられており、勧告、命令及び公益認定

取消しという監督処分等のための事実確認の手段である。ただし、報告徴収と異なり、職員が実

地に確認することで法人の担当者とコミュニケーションを図り、詳細な事実関係を確認すること

ができる一方、法人による調査を必要とするような事項の確認はできないこと、法人の担当者の

見解が必ずしも法人としての意思決定を得たものではないこと等に留意する。 

立入検査には、具体的な監督処分等の必要性の判断を念頭に置いて行う立入検査と、公益法人

による公益目的事業の実施状況等に問題がないか実地に確認することを目的とする立入検査が存

在する。 

ガイドラインに則り、内部的に、具体的な監督処分等の必要性の判断を念頭に置いて随時に行

う立入検査を「重点検査」、実態把握のために定期的に行う立入検査を「点検調査」と区別して

扱うこととしており、本方針においても重点検査と点検調査は区別して取り扱うが、結果的に両

者の性質を併せ持つ立入検査も想定され、実際に行われた立入検査がどちらに該当するか整然と

区別することが困難な場合もあり得る。 

 

（２）重点検査 

ア 重点検査の実施方針 

報告徴収と同様に具体的な監督処分等の必要性を検討することを想定している場合や、具体的

な監督処分等の必要性の検討を想定しないまでも事業内容の確認を要すると考えられる場合公益

目的事業の実施状況等を確認するために行う。そのため、事前に検査間のインターバル等を定め

ることなく、必要に応じて機動的・集中的に行う。 

例えば、以下のような法人に対しては、重点検査によって実態を確認することが考えられる。 

 

① 定期提出書類の確認や点検調査の結果等により、法人の事業活動の状況等が公益認定基準に

抵触している可能性があると認められる場合において、その背景、法人運営の実態、事実関係

等を確認する必要が認められる法人 
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② 法人内外からの情報提供等により、速やかに事実関係を確認する必要が認められる法人 

③ 過去の監督や審査の経緯に照らし、報告徴収や勧告に対する報告等の内容、定期提出書類の

確認結果等を踏まえ、法人運営の実態について確認する必要が認められる法人 

④ 業務運営を他の主体に依存しており法人の自律的な運営状況を確認する必要性が高い法人 

⑤ 上記のほか、法人運営の実態、事実関係等を直ちに確認する必要が認められる法人 

 

重点検査を行うに当たっては、直近の事業報告を確認した上で検査に臨むこととし、原則とし

て事前に、立入検査実施通知書を作成し法人へ送付する。 

重点検査においては、事実を的確に把握し、法人に対して客観的に問題点を示した上で、法人

の主張を十分に聴取し、法人の理解や認識を確認することを基本とする。 

 

イ 重点検査結果の処理 

重点検査の結果、公益認定基準不適合等が認められた場合又はその疑いがあると認められた場  

合は、必要に応じて報告徴収により更なる事実確認を行った上で、監督処分等を実施する。 

 

（３）点検調査 

ア 点検調査の実施方針 

「事後的に実効性の高い措置を講ずる重点的なチェック」の取組の一環として、従来の一律・

画一的な立入検査ではなく、手続及び検査事項等を簡素化した上で、公益法人が遵守すべき事項

についての注意喚起及び制度理解の醸成に努めることを目的として、法人の自己点検、対話に重

点を置いた手法で実施する。 

点検調査においては、法人の実態に応じた助言や注意喚起を行う。例えば、 

① 新規に公益認定を受けた法人等、公益認定制度に習熟しておらず、今後の法人運営に不安を

抱いていると考えられる法人に対しては、公益認定後の手続について相談に応じ、法人の疑問

点を解消するとともに、制度理解不十分に起因する理事会運営や財産管理の不備、提出書類の

漏れ等の防止を図る観点から、公益法人制度に係る助言等を行う 

② 定期提出書類において、記載誤りや記載漏れなどが多く事務処理能力が十分でないと考えら

れる法人に対しては、法人役員と問題を共有する等組織として改善が図られるよう助言等を行

う 

③ 定期提出書類の内容が不十分な法人やホームページ等による情報開示が殆ど行われていない

法人に対しては、情報開示の必要性に係る助言等を行うということが考えられる。 

 

点検調査のサイクルについては、基本的には、全ての法人を対象として、概ね１０年以内を目

途に、各法人のガバナンス状況や事業内容等に応じて柔軟に判断して実施する。 

点検調査に関する計画を策定する際、上記①～③のように注意喚起及び制度理解の醸成を行う必

要性が高いと考えられる法人があれば、優先的に選定する。特に、新規認定法人については、制

度理解の徹底が重要であることも踏まえ、法人運営を支援する観点から、認定後１年経過以降３

年以内の期間で点検調査を実施する。 

なお、法人のガバナンス状況や事業内容等を踏まえ、過去の検査指摘の改善状況を勘案した上

で、点検調査の必要性の高いと判断される法人については、３～５年程度に一度、点検調査を行

うことも想定される。 

点検調査を実施する際は、あらかじめその旨をメール等にて法人に連絡する。 

点検調査は、あらかじめ「自己チェックシート」及び「備置き書類一覧」を法人に送付の上、

点検調査実施前に提出を受ける。その内容等を把握の上、当日検査員が確認する必要があると判

断した書面等について法人に事前準備を依頼し実施する。一般的な点検調査は、対話により進行

し、効率的かつ、調査時の書面等の確認は必要最小限に留めるものとする。 
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イ 点検調査結果の処理 

点検調査の結果、法令違反等の重大な問題点が発覚した場合は、必要に応じて、重点検査や報

告徴収の実施を検討するなど、臨機応変に対応する。 

 

５ 情報提供の取扱い 

（１）情報提供の意義 

公益認定等ガイドラインに記載のとおり、情報提供とは、公益通報を含む行政庁外部からの情

報提供の全てをいう。 

公益通報とは、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）第２条に規定された要件を満

たす情報提供であり、行政庁は「通報対象について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」と

して外部の労働者等から受ける通報（いわゆる２号通報）のことをいう。なお、公益法人制度に

おいて、公益通報の対象となる事実(通報対象事実)は、認定法第５章に規定する罰則又は過料の

対象となる事実である。 

これまでも、情報提供は、公益法人の不適切事案の端緒をつかむ上での重要なものであった。

令和６年の制度改正により、情報開示対象が増えるとともに、公益法人に透明性向上の努力義務

が課されることを踏まえ、法人のステークホルダーを含む国民によるチェックを公益法人の適正

運営の確保の重要な手段と位置付けており、監督における情報提供は、より一層の重要なものと

なっていることに留意が必要である。 

 

（２）情報提供の取扱いに係る留意事項 

秘密保持及び個人情報保護を徹底する。 

 

通報又は相談への対応に関与した者は、通報又は相談に関する秘密を漏らしてはならない。 

 

①通報又は相談への対応に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。 

②各行政機関は、特に以下に掲げる事項について十分な措置を取った上で、通報対応の各段階に

おいて遵守すべき事項をあらかじめ取り決めて、通報又は相談への対応に関与する者に対して

十分に周知する。 

 

ア 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること 

イ 通報者等の特定につながり得る情報（通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が

通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。）については、調

査等の対象となる事業者に対して開示しないこと 

ウ 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、

通報者等の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること 

エ ウに規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示

することによって生じ得る不利益について、明確に説明することオ 通報者等本人からの情

報流出によって通報者等が特定されることを防ぐため、通報者等に対して、情報管理の重要

性について十分に理解させること 

 

公益通報の要件に該当しない情報提供（匿名など）であっても可能な限り公益通報と同様の

取扱いになるように努める。 

 

（３）情報提供への対応 
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行政庁に情報提供があったときは、正当な理由なく通報の受付又は受理を拒んではならない。 

行政庁において情報提供を受け付けたときは、秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、情

報提供の内容となる事実等を把握するとともに、情報提供に関する秘密は保持されること、個人

情報は保護されること、情報提供受付後の行政庁の対応の流れ等を情報提供者に対し説明する。 

情報提供内容となる事実について、当該行政機関が権限を有しないときは、権限を有する行政

機関を情報提供者に対し、遅滞なく教示する。 

情報提供への対応について検討するに当たっては、情報提供内容を裏付ける内部資料、関係者 

による供述等の存在のみならず、情報供者本人による供述内容の具体性、迫真性等を踏まえ、柔

軟かつ適切に対応する。情報提供内容の事実確認については、まずは手持ち情報（申請書、定期提

出書類等）及び公開情報（法人ホームページ等）から行う。なお、情報提供の内容の真実性が直ち

に明らかでない場合においても、公益法人制度の信頼性等に重大な影響を及ぼす可能性が認めら

れる場合には、同様に対応する。 

調査の実施が必要と判断した場合、法人に接触する当たり、情報提供に関する秘密を保持する 

とともに、個人情報を保護するため、情報提供者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞な

く、必要かつ相当と認められる方法で行う。 

行政庁は、調査の結果、公益認定基準不適合等が認められた場合若しくはその疑いがあると認 

められた場合は、必要に応じて報告徴収等により更なる事実確認を行った上で、監督処分等を実

施する。 

 

６ 監督処分等の適用方針 

（１）監督処分等の趣旨 

公益法人への監督は、「公益の増進及び活力ある社会の実現」を最終的な目的として、公益法

人制度の適正な運営及び制度への信頼確保を図る観点から行うものであり、公益法人の適正な運

営を担保する手段として、認定法は監督処分等を規定している。 

税制優遇等の社会的サポートを受けつつ、不特定多数の者のために公益目的事業を行う公益法

人については、継続的に公益認定基準に合致していることが要請される。そのため、定期提出書

類等の確認や立入検査等によって公益認定基準に合致しない実態等が判明し、かつ、法人による

自浄作用が期待できず、当該問題を放置することが公益法人制度の信頼に影響を及ぼすと考えら

れる場合等は、公益認定基準不適合等の状況を是正するための強制力のある監督手段が必要とな

る。 

一方で、公益法人の自主性・自律性を尊重する観点からは、初動の対応として行政庁がいきな

り強制力を伴う命令を発することは望ましくないという考えから、認定法は、まずは法人が自ら

改善措置を講ずることを促すよう、行政庁による勧告を行うこととしている。公益法人が勧告に

正当な理由がなく従わない場合、行政庁は、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができ

る。公益法人がこの命令に従わないことは、公益認定の必要的取消事由となる。なお、報告徴収

や立入検査は必要に応じて実施するものであり、勧告の前に必ずしも実施しなければならないも

のでないことに留意する。 

 

（２）監督処分等の適用方針 

認定法上、公益認定基準不適合は任意的取消事由とされており、少しでも公益認定基準に適合  

していない事実があれば、全て監督処分等の対象になるわけではない。一方で、法人の自主的・

自律的な経営判断を尊重する一方で、「事後的に実効性の高い措置を講ずる重点的なチェック」

の観点からは、果断に監督処分等を行うことも必要であり、このバランスが重要になる。 

どのような法人を監督処分等の対象とするかは、個別事情を踏まえて判断する必要があるが、

当該法人を放置することが公益法人制度への信頼を損ねる可能性が高いと判断される場合に監督

処分等を行うことを基本とする。なお、公益法人による自浄作用が期待できず、かつ、当該法人
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を放置することが公益法人制度への信頼を損ねることが明白である場合には、報告徴収や立入検

査を行わずに監督処分等を行うこともあり得る。 

上記を基本的な考え方とした上で、行政庁において、下記に掲げる点も考慮し、監督処分等を

行うかどうかを判断する。 

 

・公益認定基準不適合等の態様・程度（公益法人制度への信頼に対する影響はどの程度か、どの   

程度の関係者に不利益を及ぼしているか。） 

・故意性の有無（当該違法・不当行為が故意・過失によるものか。） 

・常習性の有無（当該違法・不当行為が反復継続して行われたものか、一回限りのものであ    

ったのか、期間はどの程度であったか。） 

・組織性の有無（当該違法・不当行為が担当者個人の判断で行われたものか、あるいは役員等が

関わっていたものか。） 

・悪質性の有無（法人として問題を認識した後に隠ぺいを図るなど悪質な行為が認められたか、

合理的な理由なく是正改善に向けた姿勢がとられないなどの対応がないか、虚偽報告や虚偽答

弁などの事実が認められるか。） 

・自律的な改善の姿勢の有無（自律的・自発的な改善を図っているか。） 

・法人の運営管理体制の適切性の有無（役職員の法令及び制度等の認識の欠如、ガバナンス不全

等が根本的な要因となっていないか。） 

 

なお、行政庁は、不利益処分の基準を設定し、かつ、これを公にしておくよう努めなければな

らない点にも留意する（行政手続法第１２条第１項）。 

また、監督処分等を進める中で、法人のガバナンス改善の兆しが見られ、自発的な改善に取り

組む姿勢が見られた場合は、法人による自発的な改善を待つこともあり得る。 

 

（３）行政手続法の手続 

公益法人に不利益処分（行政処分）を行う場合（認定法に基づく命令と認定取消しを行う場

合）、行政手続法に基づく意見陳述のための手続を執るとともに、理由を示さなければならない

（行政手続法第１３条第１項、第１４条第１項）。 

認定法第２８条第３項の命令は不利益処分に当たるため、弁明の機会の付与が必要となる（行

政手続法第１３条第１項。弁明の機会の付与の代わりに聴聞を行うことも可能。）。弁明の機会の

付与は、書面審理で行うため、公益法人は、弁明書を提出して行う。 

認定取消しを行う場合は、聴聞をしなければならず、弁明の機会の付与に代えることはできない

（行政手続法第１３条第１項）。聴聞は口頭審理であるため、処分の名宛人となるべき者（公益

法人）は聴聞期日に出頭し、意見陳述を行うことになる。 

聴聞等においては、公益法人側が過去の証言を撤回することや新たな反論をしてくることも想

定される。このような場合に備え、行政庁は、明確かつ客観的な証拠を準備すること等が求めら

れる。 

このほか、聴聞手続その他不利益処分を行うに当たっては、「行政手続法の施行に当たって

（総務事務次官通知平成６年９月１３日付総管第２１１号）」の「第三不利益処分関係」の内容

を踏まえ、適切に行う。 


